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自動的に生成された説明]TechnoSuruga Laboratory  Co., Ltd.		                                                                     V14
株式会社テクノスルガ・ラボ 宛
事前にE-ﾒｰﾙ： tsl-contact@tecsrg.co.jpに送信の上、検体送付時に同梱して下さい。
	[bookmark: Text1]申込日：     　　　　      


依頼書[900] 遺伝子組換え生物情報 

●サービス基本約款および依頼時の同意事項を承認しましたので、依頼書を送信・送付します。

必ず1検体につき本用紙1枚をご記入下さい。

当社では、「第二種使用」「微生物使用実験」「機関実験」「P2レベル実験室で実施可能」に該当しないサンプルの取り扱いはできません。第二種使用等の遺伝子組換え生物の輸送にあたり、以下の必要事項にご記入下さい。

法律上、口頭、メモなどによる情報提供は認められておりません。必ず、本用紙を用いて事前にご連絡下さい。当社の承諾確認を得た上で検体のご送付をお願います。

	シリアル番号
	     



	検体名
	[bookmark: Text66]     

	検体到着予定日
	[bookmark: Text67][bookmark: Text68]      月       日頃予定　  |_|未定

	試験目的
	[bookmark: Text11]☐衛生管理　　☐内部研究　　☐特許申請　　☐研究発表・報告　☐その他（     ）



	お客様の連絡先
(遺伝子組換え生物等提供者の連絡先)
	[bookmark: Text69]法人名：     

	
	[bookmark: Text70]所属：     

	
	[bookmark: Text71]住　所：     

	
	[bookmark: Text72]役職：     
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	[bookmark: Text74]電話：     

	緊急連絡先（上記と異なる場合のみ）
	[bookmark: Text84]     

	“使用等”の確認
	第二種使用等である  ⇒ ☐はい(確認)

	宿主の名称
	[bookmark: Text75]☐大腸菌    ☐その他（     ）

	組換え核酸(導入遺伝子)の名称
	[bookmark: Text76]     

	組換え核酸(導入遺伝子)の由来生物名
	[bookmark: Text77]属種名：      

	使用ベクターの名称
	[bookmark: Text78]     

	施行規則第十六条第一号、第二号、又は第四号に基づく使用等
	☐該当（主務大臣の確認が必要な実験系である）　　
☐該当なし（主務大臣の確認が不要の実験系である）

	緊急時（漏洩等）の対応策
	滅菌方法：
[bookmark: Text80]     

	
	オートクレーブ以外の滅菌方法：
[bookmark: Text81]     

	
	
[bookmark: Text82]人体への影響：☐あり（可能性：     ）
　　　　　　　☐なし　　　　　☐不明

	
	
[bookmark: Text83]環境への影響：☐あり（可能性：     ）
　　　　　　　☐なし　　　　　☐不明

	その他・特記事項
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※　遺伝子組換え生物(プラスミド、バクテリオファージを含む)は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」により、輸送の際には、漏出、逃亡、その他拡散しない容器に入れ、最も外側の容器に取扱いに注意を要する旨を表示することが必要です。⇒　文部科学省「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の概要ホームページ http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.htmlその他遺伝子組換え生物(LMO)に関する各種情報にてご確認下さい。
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